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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　型締機構における少なくとも側面開放部及び上面開放部を開閉可能な側面ドア部及び上
面ドア部を有する安全ドア機構と、前記安全ドア機構の開閉状態を検出して安全側に制御
する制御系を備える成形機の安全ドア装置において、前記側面開放部の開閉を行う側面ド
ア部と前記上面開放部の開閉を行う上面ドア部をそれぞれ独立して開閉可能に配設し、か
つ前記上面ドア部と前記側面ドア部の一方又は双方に、前記上面ドア部が開く際に当該上
面ドア部と前記側面ドア部が機械的に係止する連動機構を設けるとともに、前記上面ドア
部と前記側面ドア部の開閉状態に対して、前記側面ドア部の開閉状態のみ検出する制御系
を設けたことを特徴とする成形機の安全ドア装置。
【請求項２】
　前記連動機構は、前記上面ドア部に設けた係止部と、前記側面ドア部に設けて前記係止
部に係止可能な被係止部により構成することを特徴とする請求項１記載の成形機の安全ド
ア装置。
【請求項３】
　前記係止部は、前記上面ドア部の内面に取付けて突出させた突起片部により構成するこ
とを特徴とする請求項２記載の成形機の安全ドア装置。
【請求項４】
　前記被係止部は、前記側面ドア部の内面に取付けて突出させた突起片部により構成する
ことを特徴とする請求項２記載の成形機の安全ドア装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、型締機構における側面開放部及び上面開放部を開閉可能な側面ドア部及び上
面ドア部を有する安全ドア機構を備える成形機の安全ドア装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、射出成形機における型締機構には、操作側となる側面開放部に安全ドア機構を
付設し、運転中に安全ドア機構が開状態になった場合には、制御系の制御により型締機構
を駆動する駆動部を速やかに停止させる安全ドア装置を備えており、作業者の手などが誤
って型締機構に進入した際の安全性を確保している。ところで、安全性に対しては、より
高いレベルの安全性が要請され、型締機構における側面開放部のみならず上面開放部に付
設する安全ドア（上部ガード）も求められている。
【０００３】
　従来、このような型締機構における側面開放部及び上面開放部に安全ドアを付設した安
全ドア装置としては、特許文献１で開示される射出成形機に備える安全ドア装置が知られ
ている。同文献１には、型締ユニットの固定カバーと固定金型を取り付ける固定プラテン
との間の上部を覆うように上部カバー部を設けるとともに、この上部カバー部は、操作側
面安全カバー部と共に一体的な鋼板製のカバーを形成し、さらに、上部カバー部には透明
板からなる上窓が設けられるとともに、カバー内の金型の状態等を確認できる安全ドア装
置が開示されている。
【特許文献１】特開２００３－２５４０５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、上述した従来における成形機の安全ドア装置（射出成形機）は、次のような問
題点があった。
【０００５】
　第一に、上部カバー部と操作側面安全カバー部を一体に形成するため、操作側面安全カ
バー部を開閉する度に上部カバー部も一緒に開閉することになり、無用な労力を強いられ
る。即ち、操作側面安全カバー部は、比較的頻繁に開閉する必要があるのに対して、上部
カバー部は、通常、金型の交換時に開閉する程度であり、しかも、鋼板製のカバー故に重
量が大きくなり、開閉操作に要する無用な労力が無視できない。そして、成形機が大型に
なればなるほど、カバーも大型化かつ重量アップするため、この弊害は大きくなる。
【０００６】
　第二に、通常の作業時などでは、埃やゴミが金型やその周辺に入り込まないように、上
部カバー部は埃除けのために閉じておいたほうが好ましい場合も多いが、上部カバー部と
操作側面安全カバー部が一体のため、操作側面安全カバー部を開く毎に上部カバー部も開
いてしまう。このように、操作側面安全カバー部のみを開閉するなどの個別使用ができな
いなど、機能性及び使い勝手（利便性）に難がある。
【０００７】
　本発明は、このような背景技術に存在する課題を解決した成形機の安全ドア装置の提供
を目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、上述した課題を解決するため、型締機構２における少なくとも側面開放部及
び上面開放部を開閉可能な側面ドア部及び上面ドア部を有する安全ドア機構３と、安全ド
ア機構３の開閉状態を検出して安全側に制御する制御系４を備える成形機Ｍの安全ドア装
置１を構成するに際して、側面開放部の開閉を行う側面ドア部３ｓと上面開放部の開閉を
行う上面ドア部３ｕをそれぞれ独立して開閉可能に配設し、かつ上面ドア部３ｕと側面ド
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ア部３ｓの一方又は双方に、上面ドア部３ｕが開く際に当該上面ドア部３ｕと側面ドア部
３ｓが機械的に係止する連動機構５を設けるとともに、上面ドア部３ｕと側面ドア部３ｓ
の開閉状態に対して、側面ドア部３ｓの開閉状態のみ検出する制御系４を設けたことを特
徴とする。
【０００９】
　この場合、発明の好適な態様により、連動機構５は、上面ドア部３ｕに設けた係止部１
１と、側面ドア部３ｓに設けて係止部１１に係止可能な被係止部１２により構成すること
ができる。この際、係止部１１は、上面ドア部３ｕの内面３ｕｉに取付けて突出させた突
起片部１１ｓにより構成することができるとともに、被係止部１２は、側面ドア部３ｓの
内面３ｓｉに取付けて突出させた突起片部１１ｓにより構成することができる。
【発明の効果】
【００１０】
　このような本発明に係る成形機Ｍの安全ドア装置１によれば、次のような顕著な効果を
奏する。
【００１１】
　（１）　側面開放部の開閉を行う側面ドア部３ｓと上面開放部の開閉を行う上面ドア部
３ｕをそれぞれ独立して開閉可能に配設するとともに、上面ドア部３ｕと側面ドア部３ｓ
の一方又は双方に、上面ドア部３ｕが開く際に当該上面ドア部３ｕと側面ドア部３ｓが機
械的に係止する連動機構５を設けたため、上面ドア部３ｕに係わる安全性を確保しつつ、
側面ドア部３ｓを単独で開閉できる。したがって、比較的頻繁に操作する場合であっても
、安全ドア機構３の軽量化により、操作の容易化、更には作業労力の軽減を図ることがで
きる。そして、このメリットは成形機Ｍが大型になればなるほど大きくなる。
【００１２】
　（２）　上面ドア部３ｕを閉じた状態のまま側面ドア部３ｓを単独で開閉することがで
きるため、側面ドア部３ｓを開いて必要な作業を行う場合であっても、上面ドア部３ｕは
閉じた状態を維持できる。したがって、埃やゴミが金型やその周辺に入り込む不具合を回
避できるなど、機能性及び使い勝手（利便性）を高めることができる。
【００１３】
　（３）　上面ドア部３ｕと側面ドア部３ｓの開閉状態に対して、側面ドア部３ｓの開閉
状態のみ検出する制御系４を設けたため、上面ドア部３ｕを開いた際には、連動機構５に
より側面ドア部３ｓも一緒に開く。したがって、側面ドア部３ｓに付設した制御系４が動
作し、上面ドア部３ｕに係わる安全性が確保される。また、上面ドア部３ｕに対して付設
する検出スイッチやこれに伴う配線を不要にできるため、制御系４全体における構成の煩
雑化を回避できるとともに、コストダウンにも寄与できる。
【００１４】
　（４）　好適な態様により、連動機構５を、上面ドア部３ｕに設けた係止部１１と、側
面ドア部３ｓに設けて係止部１１に係止可能な被係止部１２により構成すれば、上面ドア
部３ｕと側面ドア部３ｓの様々な形状や位置関係などに対応させることができるため、各
種タイプの安全ドア機構に適用できる。
【００１５】
　（５）　好適な態様により、係止部１１を、上面ドア部３ｕの内面３ｕｉに固定して突
出させた突起片部１１ｓにより構成し、或いは被係止部１２を、側面ドア部３ｓの内面３
ｓｉに固定して突出させた突起片部１２ｓにより構成すれば、上面ドア部３ｕ及び側面ド
ア部３ｓ自体の変更（形状変更や設計変更等）を行うことなく容易に実施できるとともに
、既存の成形機Ｍにも後付により容易に取付けることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　次に、本発明に係る最良の実施形態を挙げ、図面に基づき詳細に説明する。
【００１７】
　まず、本実施形態に係る安全ドア装置１を備える射出成形機（成形機）Ｍの概略構成に
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ついて、図１を参照して説明する。
【００１８】
　図１中、仮想線で示すＭは射出成形機であり、機台Ｍｂと、この機台Ｍｂ上に設置され
た射出装置Ｍｉ及び型締装置Ｍｃを備える。射出装置Ｍｉは、加熱筒２１を備え、この加
熱筒２１の前端に、図に現れない射出ノズルを有するとともに、加熱筒２１の後部には材
料を供給するホッパ２２を備える。一方、型締装置Ｍｃは、全体がアウタカバー２３によ
り覆われ、このアウタカバー２３の内部であって、図１中、右側エリアには、固定型を支
持する一部が露出した固定盤２４及び可動型を支持する図に現れない可動盤などを有する
型締機構２を配設するとともに、左側エリアには、この型締機構２を駆動する駆動機構を
配設する。そして、駆動機構は固定式の駆動機構カバー２３ｃにより、その全体が覆われ
る。他方、型締機構２の横方両側には、正面に位置する操作側の側面ドア部３ｓと背面に
位置する反操作側の側面ドア部３ｒをそれぞれ配設するとともに、型締機構２の上方には
、この型締機構２を覆う上面ドア部３ｕを配設する。なお、２５及び２６は、射出成形機
Ｍに内蔵する成形機コントローラに付属するタッチパネル付のディスプレイ及び操作部を
示す。
【００１９】
　次に、本実施形態に係る安全ドア装置１の構成について、図１～図３を参照して具体的
に説明する。
【００２０】
　安全ドア装置１は、安全ドア機構３を備え、この安全ドア機構３は、さらに側面ドア部
３ｓと上面ドア部３ｕを備える。側面ドア部３ｓと上面ドア部３ｕは、それぞれ左右方向
へスライド移動させることにより、型締機構２における側面開放部と上面開放部を開閉す
ることができる。なお、本実施形態では、型開閉方向を左右方向として説明する。
【００２１】
　側面ドア部３ｓは、図２に示すように、全体を長方形状に構成し、フレーム状のドアプ
レート３１の中側に透明板３２を有するとともに、外面には把手部３３を設ける。上面ド
ア部３ｕも、全体を長方形状に構成し、図１に示すように、ドアプレート３４の中側に窓
状の透明板３５を有するとともに、外面（上面）には把手部３６を設ける。また、側面ド
ア部３ｓの内方には、上下に離間した前上ガードレール４１と下ガイドレール４２を配設
するとともに、側面ドア部３ｓの内面３ｓｉにおける上下左右の四個所に回動ローラ４３
，４３…をそれぞれ配設し、各回動ローラ４３…を前上ガードレール４１と下ガイドレー
ル４２に装填する。さらに、型締機構２の背面側には、前上ガードレール４１と同じ高さ
の後上ガードレール４４を平行に配設するとともに、上面ドア部３ｕの内面３ｕｉにおけ
る前後左右の四個所に回動ローラ４５，４５…をそれぞれ配設し、各回動ローラ４５…を
前上ガードレール４１と後上ガイドレール４４に装填する。
【００２２】
　他方、安全ドア装置１には、側面ドア部３ｓの開閉状態を検出して安全側に制御する制
御系４を備える。したがって、この制御系４には、図１に示すように、側面ドア部３ｓの
開閉状態を検出する検出部５１を備え、この検出部５１は、さらに、側面ドア部３ｓの下
端辺近傍であって、側面ドア部３ｓの開閉方向（スライド方向）の前後に離間して配した
一対の検出スイッチ５１ａ，５１ｂと、側面ドア部３ｓが閉じた位置で側面ドア部３ｓの
左端辺近傍に配した第三の検出スイッチ５１ｃを備える。また、側面ドア部３ｓの内面３
ｓｉには、検出スイッチ５１ａ，５１ｂを操作可能な操作カム５２を設ける。この場合、
検出スイッチ５１ａには、ａ接点（ノーマルオフ）を用いたリミットスイッチを用いると
ともに、検出スイッチ５１ｂには、ｂ接点（ノーマルオン）を用いたリミットスイッチを
用いることができる。
【００２３】
　そして、各検出スイッチ５１ａ及び５１ｂは制御回路により構成する制御部５３に接続
するとともに、第三の検出スイッチ５１ｃは駆動機構の一部を構成する駆動部５４に接続
する。これにより、駆動部５４は、検出スイッチ５１ａ及び５１ｂの検出結果に対しては
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制御部５３を経由して制御されるとともに、検出スイッチ５１ｃの検出結果に対しては制
御部５３を経由することなく直接制御される。以上の構成により、側面ドア部３ｓの開閉
状態を検出して安全側に制御する制御系４が構成される。したがって、制御系４は、上面
ドア部３ｕと側面ドア部３ｓに対して、側面ドア部３ｓの開閉状態のみ検出し、側面ドア
部３ｓの開閉状態は検出しない。
【００２４】
　さらに、安全ドア機構３における上面ドア部３ｕと側面ドア部３ｓ間には、本発明の要
部を構成する連動機構５を設ける。連動機構５は、上面ドア部３ｕが開く際に当該上面ド
ア部３ｕと側面ドア部３ｓが機械的に係止する機能を有し、上面ドア部３ｕに設けた係止
部１１と側面ドア部３ｓに設けた被係止部１２により構成する。
【００２５】
　この場合、係止部１１には、上面ドア部３ｕの内面３ｕｉに固定して突出させた突起片
部１１ｓを用いる。例示の上面ドア部３ｕは、図３に示すように、下面を開放した偏平な
ボックス状に形成するため、突起片部１１ｓは、上面ドア部３ｕを構成する側面部３ｕｓ
の内面３ｕｓｉであって射出装置Ｍｉ側の位置（図１及び図２参照）に取付ける。突起片
部１１ｓは、全体を金属素材により一体形成し、内面３ｕｓｉに対してネジ等により取付
可能な取付部６１とこの取付部６１から内面３ｕｓｉに対して直角方向に突出したＬ形部
６２を有し、このＬ形部６２は、さらに、取付部６１から突出する水平部６２ｈとこの水
平部６２ｈの先端から下方に延設した垂直係合部６２ｖからなる。
【００２６】
　また、被係止部１２には、側面ドア部３ｓの内面３ｓｉに固定して突出させた突起片部
１２ｓを用い、この突起片部１２ｓは、側面ドア部３ｓの内面３ｓｉにおける射出装置Ｍ
ｉ側であって上部の位置（図１及び図２参照）に取付ける。突起片部１２ｓは、全体を金
属素材により一体形成し、内面３ｓｉに対してネジ等により取付可能な取付部６３とこの
取付部６３から内面３ｓｉに対して直角方向に突出した水平係合部６４からなる。
【００２７】
　一方、突起片部１１ｓと１２ｓの位置関係は、図２及び図３に示すように、上面ドア部
３ｕ側の突起片部１１ｓを、側面ドア部３ｓ側の突起片部１２ｓに対して、射出装置Ｍｉ
側に配するとともに、上面ドア部３ｕと側面ドア部３ｓの双方を完全に閉じた状態で、突
起片部１１ｓの垂直係合部６２ｖと突起片部１２ｓの水平係合部６４が接触又は近接する
位置関係に設定する。これにより、上面ドア部３ｕを開いた際には、当該上面ドア部３ｕ
と側面ドア部３ｓが機械的に係止し、連動機構５により側面ドア部３ｓも一緒に開くため
、側面ドア部３ｓに付設した制御系４が動作し、上面ドア部３ｕに係わる安全性が確保さ
れる。したがって、制御系４を、上面ドア部３ｕと側面ドア部３ｓに対して、側面ドア部
３ｓの開閉状態のみ検出するようにしても、上面ドア部３ｕに係わる安全性は確保される
ことになる。よって、上面ドア部３ｕに対して付設する検出スイッチやこれに伴う配線を
不要にできるため、制御系４全体における構成の煩雑化を回避できるとともに、コストダ
ウンにも寄与できる。
【００２８】
　このように、連動機構５を構成するに際し、上面ドア部３ｕに設けた係止部１１と、側
面ドア部３ｓに設けて係止部１１に係止可能な被係止部１２により構成すれば、上面ドア
部３ｕと側面ドア部３ｓの様々な形状や位置関係などに対応させることができるため、各
種タイプの安全ドア機構に適用できる利点がある。また、係止部１１を、上面ドア部３ｕ
の内面３ｕｉに固定して突出させた突起片部１１ｓにより構成するとともに、被係止部１
２を、側面ドア部３ｓの内面３ｓｉに固定して突出させた突起片部１２ｓにより構成すれ
ば、上面ドア部３ｕ及び側面ドア部３ｓ自体の変更（形状変更や設計変更等）を行うこと
なく容易に実施できるとともに、既存の成形機Ｍにも後付により容易に取付けることがで
きる利点がある。
【００２９】
　次に、本実施形態に係る安全ドア装置１の動作（機能）について、図４及び図５を参照
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して説明する。なお、図４及び図５は、側面ドア部３ｓ及び上面ドア部３ｕを模式的に示
したものであり、図１～図３と同一部分には同一符号を付してその構成を明確にした。
【００３０】
　まず、図４（ａ）～（ｄ）は、上面ドア部３ｕを開閉操作した際の当該上面ドア部３ｕ
と側面ドア部３ｓの動き（連動関係）を示している。図４（ａ）は、上面ドア部３ｕと側
面ドア部３ｓの双方が完全に閉じた状態を示す。図４中、Ｘｏは閉位置ラインを示す。
【００３１】
　今、図４（ａ）の状態から上面ドア部３ｕを開く場合を想定する。この場合、図４（ｂ
）に示すように、把手部３６を操作して、上面ドア部３ｕを矢印Ｆｕｏ方向へスライド移
動させれば、上面ドア部３ｕを開くことができる。この際、係止部１１が被係止部１２に
係止するため、側面ドア部３ｓも一緒に開く。したがって、側面ドア部３ｓに付設した制
御系４が動作し、駆動部５４に対する停止制御等が行われることにより、上面ドア部３ｕ
に係わる安全性が確保される。なお、上面ドア部３ｕと側面ドア部３ｓが一緒に開くこと
になるが、通常、上面ドア部３ｕは、金型の交換時に開閉する程度であり、大きな操作力
が必要であってもさほど支障は生じない。
【００３２】
　また、上面ドア部３ｕを、図４（ｂ）の開いた状態から閉じる場合には、図４（ｃ）の
ように、側面ドア部３ｓの把手部３３を操作して矢印Ｆｓｃ方向へスライド移動させれば
よい。この際、被係止部１２が係止部１１に係止するため、上面ドア部３ｕも一緒に閉じ
ることができる。なお、図４（ｄ）に示すように、図４（ｂ）の開いた状態から把手部３
６を操作して上面ドア部３ｕを矢印Ｆｕｃ方向へスライド移動させれば、上面ドア部３ｕ
のみを閉じることができる。この際、側面ドア部３ｓは開いた状態を維持するため、引き
続き、側面ドア部３ｓのみを開いた状態で必要な作業等を行うことができる。
【００３３】
　他方、図５（ａ）～（ｃ）は、側面ドア部３ｓを開閉操作した際の当該側面ドア部３ｓ
と上面ドア部３ｕの動き（連動関係）を示している。図５（ａ）は、上面ドア部３ｕと側
面ドア部３ｓの双方が完全に閉じた状態を示す。この状態から、側面ドア部３ｓを開く場
合には、図５（ｂ）に示すように、把手部３３を操作して、側面ドア部３ｓを矢印Ｆｓｏ
ｃ（開）方向へスライド移動させれば、側面ドア部３ｓを開くことができる。この際、被
係止部１２と係止部１１は係止しないため、上面ドア部３ｕは閉じた状態を維持する。し
たがって、側面ドア部３ｓを図５（ｂ）に示す開いた状態から閉じる場合には、把手部３
３を操作して、側面ドア部３ｓを矢印Ｆｓｏｃ（閉）方向へスライド移動させれば、側面
ドア部３ｓを閉じることができる。
【００３４】
　また、図５（ｃ）に示すように、側面ドア部３ｓが開いた状態であれば、把手部３６を
操作して上面ドア部３ｕを矢印Ｆｕｏｃ方向へスライド移動させることにより、上面ドア
部３ｕを自由に開閉することができる。したがって、例えば、側面ドア部３ｓを開いて作
業等を行っていた際に、上面ドア部３ｕが邪魔になるような場合には、必要に応じて上面
ドア部３ｕを開閉することができる。
【００３５】
　このように、本実施形態に係る安全ドア装置１によれば、側面開放部の開閉を行う側面
ドア部３ｓと上面開放部の開閉を行う上面ドア部３ｕをそれぞれ独立して開閉可能に配設
するとともに、上面ドア部３ｕと側面ドア部３ｓの一方又は双方に、上面ドア部３ｕが開
く際に当該上面ドア部３ｕと側面ドア部３ｓが機械的に係止する連動機構５を設けたため
、上面ドア部３ｕに係わる安全性を確保しつつ、側面ドア部３ｓを単独で開閉することが
できる。したがって、比較的頻繁に操作する場合であっても、安全ドア機構３の軽量化に
より、操作の容易化、更には作業労力の軽減を図ることができる。そして、このメリット
は成形機Ｍが大型になればなるほど大きくなる。また、上面ドア部３ｕを閉じた状態のま
ま側面ドア部３ｓを単独で開閉することができるため、側面ドア部３ｓを開いて必要な作
業を行う場合であっても、上面ドア部３ｕは閉じた状態を維持できる。したがって、埃や
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）を高めることができる。
【００３６】
　以上、最良の実施形態について詳細に説明したが、本発明は、このような実施形態に限
定されるものではなく、細部の構成，形状，数量，回路構成等において、本発明の要旨を
逸脱しない範囲で、任意に変更，追加，削除することができる。例えば、連動機構５を構
成するに際して、上面ドア部３ｕに係止部１１を設け、側面ドア部３ｓに被係止部１２を
設けた場合を示したが、上面ドア部３ｕに係止部１１のみを設け、この係止部１１を側面
ドア部３ｓの端面等の一部に係止させるようにして被係止部１２を省略してもよい。同様
に、側面ドア部３ｓに被係止部１２のみを設け、この被係止部１２を上面ドア部３ｕの端
面等の一部に係止させるようにして係止部１１を省略してもよい。また、係止部１１を上
面ドア部３ｕの内面３ｕｉに取付けて突出させた突起片部１１ｓにより構成し、被係止部
１２を側面ドア部３ｓの内面３ｓｉに取付けて突出させた突起片部１１ｓにより構成した
場合を示したが、係止部１１と被係止部１２は、上面ドア部３ｕと側面ドア部３ｓの一部
として一体形成してもよい。この場合、構成的にはより簡略化することが可能となる。な
お、本発明に係る安全ドア装置１を備える成形機として、射出成形機Ｍを例示したが、安
全ドア機構を備える押出成形機等の各種成形機にも同様に利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の最良の実施形態に係る安全ドア装置及びこの安全ドア装置を備える射出
成形機の概要図、
【図２】同安全ドア装置の正面外観図、
【図３】同安全ドア装置における連動機構の構成を示す斜視図、
【図４】同安全ドア装置の上面ドア部を開閉操作した際の当該上面ドア部と側面ドア部の
動き（連動関係）を示す模式的構成を用いた説明図、
【図５】同安全ドア装置の側面ドア部を開閉操作した際の当該側面ドア部と上面ドア部の
動き（連動関係）を示す模式的構成を用いた説明図、
【符号の説明】
【００３８】
　１：安全ドア装置，２：型締機構，３：安全ドア機構，３ｓ：側面ドア部，３ｕ：上面
ドア部，３ｕｉ：上面ドア部の内面，３ｓｉ：側面ドア部の内面，４：制御系，５：連動
機構，１１：係止部，１１ｓ：突起片部，１２：被係止部，１２ｓ：突起片部
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